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安房医療福祉専門学校学則 

 

 

第１章  総則 

 

（設置の目的） 

第１条  看護師として必要な知識・技術・態度を修得し、保健医療福祉チームにおいて

高いモラルを有する専門職として社会の要請に応え、人々の幸福に貢献できる人

材の育成を目的とする。 

 

（名称） 

第２条  本校は安房医療福祉専門学校と称する。 

 

（位置） 

第３条  本校は千葉県館山市腰越８０１－１番地に置く。 

 

 

第２章  課程、学科、定員、修業年限及び在学年限 

 

（学生定員及び修業年限） 

第４条 本校に設置する学科、学生定員及び修業年限は次のとおりとする。 

課程名 分  野 学  科 
学 生 定 員 

修業年限 
１学年 総定員 

専門課程 医療関係 
看護学科 

（３年課程） 
４０名 １２０名 ３年 

 

（在学年限） 

第５条 休学期間を含み修業年限の２倍を超えて在学することはできない。 

 

 

第３章  学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 
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（学期） 

第７条  学期は次の２学期に分ける。 

     前期  ４月１日から９月３０日まで 

     後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第８条   休業日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) 季節休業は、年間１０週間程度とする。 

  ２． 学校長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは臨時に休業し、また

は授業を行うことができる。 

 

 

第４章  教育課程及び履修方法等 

 

（教育課程、単位数、授業時間数） 

第９条 本校における授業科目、単位数及び授業時間数は、別表「教育課程」のとおりと

する。尚、2022 年 3 月 31 日以前の入学者について、留年等あった場合においても、

別表上適用するカリキュラムについては、原則、入学日をもって従前のカリキュラム

を適用するものとする。 

 

（単位の計算方法） 

第１０条 単位の計算方法は、次のとおりとする。 

(1) 講義及び演習については１５～３０時間をもって１単位とする。 

(2) 実技及び実習については３０～４５時間をもって１単位とする。 

 

（他大学等で修得した単位の認定） 

第１１条  放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は次の各号に掲げる資格に

係る学校若しくは養成所で、別表第１に定める教育内容と同一内容の科目を履

修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習

内容を評価し、本校の教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得

単位数の２分の１を超えない範囲で本校における履修に替えることができる。 

(1) 歯科衛生士  

(2) 診療放射線技師 

(3) 臨床検査技師 

(4) 理学療法士 
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(5) 作業療法士 

(6) 視能訓練士 

(7) 臨床工学技士 

(8) 義肢装具士 

(9) 救急救命士 

(10) 言語聴覚士 

２． 学校長は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０

条第２号の規定に該当する者で本校に入学したものの単位の認定については、

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成２０年厚

生労働省令第４２号）による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定

規則（昭和６２年厚生省令第５０号）別表第４に定める基礎分野又は社会福祉

士介護福祉士養成施設指定規則別表第４若しくは社会福祉士介護福祉士学校

指定規則（平成２０年文部科学省・厚生労働省令第２号）別表第４に定める「人

間と社会」の領域に限り、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評

価し、本校の教育内容に相当するものと認められる場合には、本校における履

修に替えることができる。 

 

（単位の授与） 

第１２条 規定科目を履修し、その評定に合格した者には所定の単位を与える。 

   ２． 単位認定の詳細については別に定める。 

 

（学習の評価） 

第１３条 授業科目および実習科目の評価は次の５段階とし、Ｃ評価以上を合格とする。 

      Ｓ  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 

  ２． 評価基準の詳細については別に定める。 

 

 

第５章  入学・退学・休学・転入学・卒業等 

 

（入学の時期） 

第１４条  入学の時期は学年の始めとし、入学日は学校長が定める。 

 

（入学資格） 

第１５条  本校に入学できる者は、学校教育法第 90 条および第 150 条の規定により高

等学校卒業者と同等以上の学力があると認められ、入学試験に合格した者とす

る。 
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（入学志願） 

第１６条  本校に入学を志願する者は、学校長が定める期日までに、入学検定料及び本

校規定の書類を学校長に提出しなければならない。規定書類等については別に

定める。 

 

（入学者の選考） 

第１７条  入学の選考は、入学志願者に対し、次により試験を行い、合格者を決定する。 

     (1) 学科試験 

     (2) 面接試験 

    ２． 入学者選考の詳細については別に定める。 

  

（入学の許可） 

第１８条  学校長は、前条により合格した者であって、次条に規定する入学手続きを行

った者に対し入学を許可する。 

 

（入学手続き、保証人） 

第１９条  合格者は、指定した期日までに本校規定の書類を提出し、また入学金を納入

しなければならない。 

   ２． 前項に定める規定の書類のうち、誓約書は保証人の署名及び押印を必要とす

るものとし、保証人は独立の生計を営む者で、学生の在学中における一切の行

為について責任を負うものとする。 

   ３． 前項の保証人のうち１名は保護者又は親族とする。但し、親族がいない場合

はその限りではない。 

 

（転学） 

第２０条  学生は、他の看護学校等に転学を希望するときは、その理由を詳記し保証人

連署のうえ本校規定の書類を学校長に提出し、許可を得なければならない。 

 

（転入学） 

第２１条  本校に転入学を希望する者がある場合には、教育計画及び学科の内容、進度

状況、選考結果等を勘案し、学校長は相当年次に転入学を許可することができ

る。 

   ２． 前項の規定により、本校に転入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を

学校長に提出する。 

      (1) 転入学に関する本校規定の書類 

      (2) 在学中の学校の在学証明書及び成績証明書（健康記録を具備したもの） 

      (3) 在学していた学校の教育課程 
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      (4) 最終卒業校の卒業証明書及び成績証明書（健康記録を具備したもの） 

      (5) その他学校長が必要と認める書類 

  ３．  第１項の規定により転入学を許可された者の既に修得した科目及      

び単位数の認定は学校長がこれを決定する。 

   ４． 既修得単位の認定を希望する者は、第２項(2)(4)のいずれか及び単位認定に関

する本校規定の書類を学校長に提出しなければならない。 

 

（退学） 

第２２条  学生は、退学をしようとする時は、その理由を詳記し保証人連署のうえ退学

に関する本校規定の書類を学校長に提出し、許可を得なければならない。 

 

（休学） 

第２３条  学生は、傷病その他やむを得ない理由によって引き続き１ヶ月以上修学する

ことができない時は、その理由を詳記し、保証人と連署した休学に関する本校

規定の書類、傷病による場合には医師の診断書を添えて学校長に提出し、許可

を得なければならない。 

２． 学生は、休学期間の延長を必要とするときは、休学期間満了の７日前までに、

保証人連署のうえ休学期間延長に関する本校規定の書類を提出し許可を得なけ

ればならない。 

   ３． 休学期間は３年以内とする。 

   ４． 学校長は、傷病その他の理由により修学することが不適当と認められる者に

対して休学を命ずることができる。 

 

（復学） 

第２４条  学生は、休学期間満了もしくは、休学期間内であっても休学の理由が消滅し

た場合には、休学期間満了日又は復学希望日の７日前までに、保証人連署のう

え復学に関する本校規定の書類を提出し、学校長の許可を得て復学することが

できる。 

   ２． 休学の理由が傷病によるものである場合は、前項の書類に医師の診断書を添

付する。 

 

（卒業） 

第２５条  学生は本校を卒業するためには、次の条件を満たさなければならない。 

(1) ３年以上在学し、別表「教育課程」に定める単位数を修得すること。 

(2) 欠席日数が出席すべき日数の３分の１を超えないこと。 
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（卒業証書ならびに称号授与） 

第２６条  学校長は、卒業の認定をした者に対して、卒業証書を授与する。 

   ２． 卒業の認定をした者に対しては、同時に専門士(専門課程)の称号を授与する。 

 

（除籍） 

第２７条  学校長は次の各号に該当する者を除籍することができる。 

(1) 第５条に規定する在学年限を超えた者。 

(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。 

(3) １年間にわたり行方不明の者。 

(4) 死亡の届け出のあった者。 

(5) 休学期間を超えてなお復学できない者。 

 

 

第６章  教職員組織 

 

（教職員） 

第２８条  本校には次の教職員を置く。 

(1) 学校長（１名） 

(2) 副学校長（１名） 

(3) 教務主任（１名） 

(4) 専任教員（７名以上） 

(5) 学校医（１名 兼務） 

(6) 事務長（１名） 

(7) 事務員（３名以上） 

(8) 図書館司書（１名 兼務） 

(9) 非常勤講師（２０名以上） 

 (10) その他の職員（１名 カウンセラー他） 

 

 

   第７章  運営 

 

（運営） 

第２９条  学校長は、本校の運営を円滑に行うために必要とする会議を別に定める。 
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   第８章  健康管理 

 

（健康管理） 

第３０条  学校長は、学生に対し年に１回以上の健康診断を行う。 

   ２． 学校長は、前項のほか学生の健康維持のために必要な措置を行うものとする。

詳細については別に定める。 

 

 

   第９章  入学金、授業料、及び入学検定料等 

 

第３１条  本校の入学金、授業料及び入学検定料等（以下、「入学金等」とする。）につ

いては、別に定める。 

   ２． 入学金等の納入は、学校長の指定する期日までに行うものとする。 

   ３． 既に納入した入学金、入学検定料は返還しない。ただし、学校長が相当の理

由があると認めるときはこの限りではない。 

 

 

   第１０章  賞罰 

 

（表彰） 

第３２条  学校長は、品行方正、学業成績優秀な者で他の学生の模範となる者を表彰す

ることができる。 

 

（懲戒） 

第３３条  懲戒処分は、訓告、停学および退学とする。懲戒処分内容は別に定める手続

きにより行うものとする。 

 

 

   第１１章  雑則 

 

（雑則） 

第３４条  この学則に定めるもののほか必要な事項については、学校長が別に定める。 
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   附則 

 この学則は平成２６年４月１日より施行する。 

       附則(平成２９年２月２８日変更) 

 この学則は平成２９年２月２８日より施行する。 

       附則(平成２９年４月１日変更) 

 この学則は平成２９年４月１日より施行する。 

附則(平成３０年６月８日変更) 

  この学則は平成３０年６月８日より施行する。 

附則(令和４年４月１日変更) 

  この学則は令和４年４月１日より施行する。 

 

        


